
 

 

 

 

 

 

 

岸和田市 PTA協議会のしおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岸和田市 PTA協議会って・・・？ 

岸和田市 PTA協議会（以下市 Pと略します）は、岸和田市立各学校園の単位 PTA（※1）が

互いに協力し合い PTAの健全な発展を図り、学校園の子ども達の健全育成を目的とする社

会教育団体です。つまり、先生と保護者が協力し、各単位 PTA活動をサポートできる団体

です！ 

（詳しくは協議会規則第２条参照） 

 

岸和田市 PTA協議会の役割は・・・？ 

会の目的を達成するための事業を行います。 

その他にも、単位 PTA活動に役立つ情報があれば共有します。 

（詳しくは協議会規則第３条参照） 

 

岸和田市 PTA協議会を組織図で解説！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：単位 PTA（単 P）とは、市立各学校園 PTAをさします。 

 

岸和田市立各学校園単位 PTA（単 Pと略します） 

岸和田市 PTA協議会（市 P） 

岸和田市立 

小学校（24校） 

各 PTA 

岸和田市立 

幼稚園（21園） 

各 PTA 

岸和田市立 

中学校（11校） 

各 PTA 

岸和田市立 

高等学校（1校） 

PTA 

泉南地区 PTA協議会（泉 Pと略します） 

大阪府 PTA協議会（府 Pと略します） 

（公社）日本 PTA全国協議会（日 Pと略します） 

幼稚園から 1名、小学校から 8名、中・高より 4名を役員として選出。 

 ※役員選出については輪番表に基づき各校から選出しています。 
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ここからは市 Pの概要についてご説明します！ 

事務局について 

市 Pの事務局は岸和田市教育委員会内にあります。 

市 Pの会議資料の作成や各学校園への案内、市 P関係団体からの依頼や連絡等の共有な

ど、市 P会員の皆さんがスムーズに活動できるようサポートをしています。 

 

協議員について 

各会議において議決権を持っている人です。 

毎年各単 Pから、単 P役員の保護者１名、校園長１名の計２名選出してもらっています。 

 

役員について 

役員さんは、協議会規則についている輪番表の基準で該当する学校園の協議員さん２人の

うち１人にお願いしています。 

２人のうち１人を決める方法に関しては各単 Pにお任せしています。 

（協議会規則第５条、第６条参照） 

 

あて職について 

あて職は、岸和田市や教育委員会、PTA関係団体より出席依頼されている会議や委員会の

事です。 

市や教育委員会から出席依頼が来ているあて職に関しては、「市や教育委員会が行っている

各事業のことを知ってほしい」、「単 Pの会員さんへ共有してほしい」という意味や、「困っ

た時は意見を聞かせてほしい」という目的で依頼が来ています。また PTA関係団体のあて

職に関しては、他の市町村、地区 PTAと情報交換を行う為に参加しています。 

 

～あて職の例～ 

教育委員会関係…学校給食食物アレルギー対応委員会、生涯学習審議会 等 

岸和田市関係…自治基本条例推進委員会、こども・子育て会議 等   

PTA関係団体関係…大阪府 PTA協議会、泉南地区 PTA協議会 等  
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新旧役員会について 

４月に１回、５月に１回行います。 

４月の新旧役員会では、以下のことを行います。 

①新旧役員の顔合わせ 

②新役員の役職決め（※２）、あて職決め（※３） 

③広報紙リーダー決め（※４） 

④総会の流れ確認 

 

５月の新旧役員会では以下のことを行います。 

①総会のリハーサル 

②連絡事項共有 

 

（※２）会長１名、副会長３名、書記１名、会計１名、幹事７名です。役職の決定方法に決まりが

ないので毎年相談して決めています。必要であればあみだくじご用意有。 

    各役職の業務については旧役員さんから説明があります。 

 

（※３）市 P役員数とほぼ同数の依頼がありますので、役員の皆さんには１人１つ程度、あて職の

会議に参加していただいています。 

 

（※４）広報紙リーダーは、幹事の方の中から 1名お願いします。業務内容は旧役員さんから説明

があります。 

 

※４月の新旧役員会は役職決めや、あて職決めがありますので必ず出席してください。（代理可） 

万が一欠席の場合、意に沿わない役職・あて職があたる可能性がありますのでご了承ください。 

 

定例役員会について 

月 1回程度の開催です。 

令和５年度役員の場合は、年に 10回。第３金曜日の 19時から集まっており、協議内容に

よりますが、１時間半～２時間程度会議を行っていました。 

日程や時間は、役員の皆さんが集まりやすい日、時間を役員同士で話し合い決定していま

す。小さいお子様を連れてきていただいてもかまいません。 

役員会では、今後行う事業について協議、決定、確認や、あて職会議の報告などを行いま

す。 

定例役員会で協議した内容は書記の方が議事録を作成し、市内単 Pへ配付していますが、

市 P役員さんが出てきてくれている学校に関しては自校へ持ち帰っていただき役員会等で

重ねての共有をお願いしています。 
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市 P行事について 

市 P主催で行っている行事、市 Pが協力している行事を簡単に解説します。 

市 P主催行事は毎年各単 Pから集めた会費をもとに開催しています。 

 

① 総会（５月） 

役員選出、前年度行った事業や予算の執行が適正か、今年度行おうとしている行事計画や予算

案が適正か等を確認します。 

（協議会規則第 10条参照） 

 

② 三行詩コンクール(９～11月) 

家族や地域での出来事、コミュニケーションをテーマに三行詩を募集することを通じて各家庭

への啓発活動を目的に作品募集、審査をしています。 

市内の優秀賞については大阪府の三行詩コンクールへの推薦も行っています。 

 

③ 市 Pだより（７月、３月） 

年２回発行している広報紙です。 

広報紙の記事を作成します。 

７月号では役員紹介・行事予定がメインです。 

３月号では行事報告がメインとなります。 

 

④ PTA研修会 （日程未定） 

各校の PTA会員に向けて講師を招き、研修会を行っています。 

（過去には SNSの危険性について、LGBTについての研修会等を開催） 

日程や研修会内容等は市 P役員で検討。 

 

⑤ 市 P大会（単位 PTA交流会） （日程未定） 

各校の PTA会員に向けて、過去には３行詩コンクールの表彰式や記念講演会をしていました

が、令和４年からは単 Pの交流会を行っています。日程や内容等は市 P役員で検討。 

 

⑥市内一斉清掃（11月頃） 

各学校園の美化活動推進を目的にゴミ袋の提供を 

行います。 

 

⑦成人式協力（1月成人の日） 

 岸和田市内青少年育成４団体（青少年指導員協議会・こども会育成連絡協議会・青年団協議会・

市 P）で成人をお祝いするため受付や見回りに協力しています。 
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お問合せ 

岸和田市 PTA協議会 事務局（岸和田市教育委員会 生涯学習課） 

TEL：072-423-9615 

FAX：072-423-3011 

MAIL：syogaig@city.kishiwada.osaka.jp 


